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医
療
費
が
高
額
に 

な

っ

た

と

き

は

　

1
カ
月
に
医
療
機
関
で
か
か
っ

た
医
療
費
が
算
定
基
準
額
を
超
え

た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た
額
が
高

額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す

（
表
1
･
2
参
照
）。

　

該
当
し
た
方
に
は
、
原
則
、
高

額
療
養
費
の
支
給
の
お
知
ら
せ
を

郵
送
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入

し
、
被
保
険
者
証
と
領
収
書
を
添

付
の
上
、
保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係
（
市
役
所
1
階
）
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
医
療
機
関
へ
の
医
療
費
支

払
い
済
み
の
確
認
は
、
原
則
領
収

書
で
行
っ
て
い
ま
す
。
医
療
費
の

領
収
書
は
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
は
、
保
険
医
療
機

関
の
窓
口
で
医
療
費
の
支
払
い
の

際
に
、
高
額
療
養
費
相
当
分
を
差

し
引
い
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。急

な
病
気
で
病
院
に 

掛
か
っ
た
と
き
は

　

出
先
で
急
に
具
合
が
悪
く
な
る

等
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ

て
、
保
険
医
療
機
関
の
窓
口
に
被

保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
医
療
を
受

け
た
と
き
は
、
世
帯
主
か
ら
の
申

請
に
よ
っ
て
後
か
ら
保
険
給
付
の

払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

※
必
ず
保
険
治
療
で
あ
る
こ
と

を
病
院
等
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
《
手
続
き
方
法
》

　

①
被
保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
に

病
院
等
に
掛
か
っ
た
と
き
＝
診
療

報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ
ト
）、
領
収

書
（
原
本
）、
被
保
険
者
証
、
世
帯

主
名
義
口
座
番
号
、
認
め
印

　

②
柔
道
整
復
師
の
施
術
料
＝
治

療
明
細
書
、
領
収
書
（
原
本
）、
被

保
険
者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座
番

号
、
認
め
印
（
支
払
委
任
し
て
い

る
場
合
は
、
柔
道
整
復
師
か
ら
の

請
求
に
な
り
ま
す
）

　

③
医
師
が
認
め
た
、
は
り
、
灸

（
き
ゅ
う
）、マ
ッ
サ
ー
ジ
等
＝
医

師
の
同
意
書
、
領
収
書
（
原
本
）、

被
保
険
者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座

番
号
、
認
め
印
（
支
払
い
委
任
を

し
て
い
る
と
き
は
、
施
術
者
か
ら

の
請
求
に
な
り
ま
す
）

　

④
補
そ
う
具
（
ギ
ブ
ス
、
コ
ル

セ
ッ
ト
等
）
＝
医
師
の
診
断
書
、

領
収
書
（
原
本
）、
被
保
険
者
証
、

世
帯
主
名
義
口
座
番
号
、
認
め
印

　

⑤
海
外
療
養
費
＝
診
療
報
酬
明

細
書
（
原
本
、
日
本
語
訳
）、
領
収

書
（
原
本
、
日
本
語
訳
）、
被
保
険

者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座
番
号
、

認
め
印

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係�
4
7
0
・
7
7
3
3

へ
。

特

約

保

養

施

設

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
皆
さ
ん
に
、
日
ご
ろ

の
疲
れ
を
い
や
し
健
康
に
過
ご
し

て
い
た
だ
く
た
め
、
関
東
近
辺
の

ホ
テ
ル
や
旅
館
等
と
年
間
を
通
じ

て
特
約
保
養
施
設
の
契
約
を
結
ん

で
い
ま
す
（
下
表
参
照
）。

　

※
平
日
と
休
前
日
等
で
は
料
金

が
異
な
る
場
合
や
、
協
定
料
金
で

宿
泊
で
き
な
い
期
間
を
設
け
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
予
約
時
に

各
施
設
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
【
宿
泊
補
助
額
】大
人
が
2
0
0

0
円
、子
ど
も
が
1
0
0
0
円（
年

1
泊
ま
で
）。「
レ
ー
ク
サ
イ
ド
ゆ

う
す
げ
」
と
「
ゆ
う
す
げ
元
湯
」

を
利
用
す
る
方
は
、
市
の
助
成
が

別
に
あ
り
ま
す 

　

申
し
込
み
は
直
接
各
施
設
へ
予

約
し
た
後
、
被
保
険
者
証
を
持
参

し
保
険
年
金
課
（
市
役
所
1
階
）

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

元
気
回
復
施
設
利
用
補
助

　

市
内
の
一
般
公
衆
浴
場
（
源
の

湯
・
第
二
喜
多
の
湯
）
と
契
約
を

結
び
、
利
用
料
金
の
一
部
（
年
5

回
を
限
度
）
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

手
続
き
は
、
被
保
険
者
証
を
持

参
し
て
同
課
へ
。

　

詳
し
く
は
同
課
国
民
健
康
保
険

係�
4
7
0
・
7
7
3
3
へ
。

　

南
沢
五
丁
目
地
区
の
旧
第
一
勧

業
銀
行
グ
ラ
ウ
ン
ド
跡
地
の
土
地

利
用
に
つ
い
て
、
今
ま
で
数
多
く

の
貴
重
な
ご
意
見
や
ご
要
望
を
頂

き
ま
し
た
。

　

市
で
は
こ
の
土
地
を
含
む
周
辺

地
域
に
つ
い
て
、「
南
沢
五
丁
目
地

区
・
土
地
利
用
転
換
計
画（
案
）」を

策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画（
案
）

に
つ
い
て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

な
お
、
昨
年　

月　

日
の
説
明

11

22

会
の
中
止
に
つ
き
ま
し
て
は
多
く

の
皆
様
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま

し
た
こ
と
を
お
わ
び
致
し
ま
す
。

　
【
日
時
】
5
月
8
日
（
木
）
午
後

7
時
〜
9
時
、
5
月　

日
（
土
）

10

午
前　

時
〜
正
午
（
各
日
と
も
同

10

じ
内
容
で
す
）

　
【
会
場
】第
五
小
学
校
体
育
館　

　
【
持
ち
物
】
上
履
き

　

※
会
場
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
都
市
計
画
課�
4
7

0
・
7
7
6
8
へ
。

　

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
等
を
所
有

す
る
方
に
課
税
す
る
「
平
成　

年
20

度
軽
自
動
車
税
」
の
納
税
通
知
書

を
5
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
通

知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
融
機

関
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
2
3
3
1
・
2
3
3
2
）
へ
。

表１　高額療養費計算方法（Ａ、Ｂ、Ｃの額は表２参照）

※同じ月内の自己負担限度額を合算し、世帯単位で自己負担限度額を適用するようになります。70歳以

上の外来は、まず、個人単位で自己負担額を適用し、その後で入院の自己負担額を合算します。

入院または入院外それぞれ２１，０００円以上

世帯単位（入院または入院外）　 合計（Ｃ）円まで

７０歳未満の方７０歳以上の方

過去１２カ月間に
４回以上で４回目以降

通常
右記以外

国保世帯
全体（Ｃ）

入院を含めた
世帯単位（Ｂ）

外来
個人単位（Ａ）

（老人保健の対象
にならない方）

８３，４００円
注）６
１５０，０００円

注）５　
上位所得者注）２

８０，１００円
４４，４００円

注）１
一定以上所得者

４４，４００円
注）７
８０，１００円

一　般

８３，４００円
注）６
１５０，０００円

注）５　
上位所得者

４４，４００円１２，０００円一　般
４４，４００円

注）７
８０，１００円

一　般

２４，６００円３５，４００円低所得者
２４，６００円８，０００円

注）３
低所得者（低Ⅱ）

１５，０００円８，０００円
注）４
低所得者（低Ⅰ）

同一世帯に課税所得が１４５万円以上の７０歳以上７４歳までの国保被保険者または、特定同一世帯所属者（国民
健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方）がいる方。ただし、７０歳以上７４歳までの国保被保険者およ
び特定同一世帯所属者の収入の合計が、２人以上の場合は６２１万円未満、１人の場合は４８４万円未満であると
申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。

注）１

医療費が２６７,０００円を超えたときは、超えた分の１％を加算します。ただし、過去１２カ月間に４回以上高額療
養費の支払いがあった場合、４回目以降は４４,４００円となります。

注）２

世帯主および国保加入者全員が市･都民税非課税の世帯の方。注）３
世帯主および国保加入者全員が市･都民税非課税の世帯で、その世帯の所得が一定基準以下（単独世帯で年金
収入が約８０万円以下）の方。

注）４

基礎控除後の総所得金額等が６００万円を超える世帯。注）５
医療費が５００,０００円を超えたときは、超えた分の１％を加算します。注）６
医療費が２６７,０００円を超えたときは、超えた分の１％を加算します。注）７

表２　国民健康保険における高額療養費の自己負担限度額（月額）

個人単位（外来）　 　　合計（Ａ）円まで

世帯単位（入院含む）　 合計（Ｂ）円まで

７０歳以上の方 ７０歳未満の方
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通
知
書
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発
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ご
利
用
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
特
約
保
養
施
設

「
南
沢
五
丁
目
地
区
・
土
地
利
用
転
換

計
画
（
案
）」
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

国民健康保険特約保養施設一覧

協定料金
（１泊２食付）

電話番号所　在　地施 　設　名

大人 ２１，１５０円から
５歳～１２歳 １４，７００円から

０４６５･６３･３００１
神奈川県足柄下郡
湯河原町宮上３６１番地おんやど　恵

大人 １３，８００円から
５歳～１２歳 ９，５５５円から

０４６５・６３・３１１１
神奈川県足柄下郡
湯河原町宮上６７９番地青　　巒　　荘

大人 １１，５００円から
５歳～１２歳 ８，０５０円から

０４６０・８５・８８００
神奈川県足柄下郡
箱根町湯本茶屋１８４番地箱根湯本　ホテル

大人 １０，５００円から
５歳～１２歳 ７，３５０円から

０４６５・６８・１２５１
神奈川県足柄下郡
真鶴町真鶴１３７２番地真鶴半島　一望閣

大人 １０，０００円から
５歳～１２歳 ６，０００円から

０５５７・８１・８２９１
静岡県熱海市
和田浜南町７丁目４７番地み　の　や　旅　館

大人 ８，４００円から
５歳～１２歳 ５，８８０円から

０２７９・７２・３７１１
群馬県渋川市伊香保町
伊香保５５７番地２３ホテル　銀　水

大人 １０，６５０円から
５歳～１２歳 ７，３５０円から

０２７８・７２・３０５５
群馬県利根郡
みなかみ町上牧２０５２番地辰　　巳　　館

大人 ８，４００円から
５歳～１２歳 ５，８８０円から

０２５・７８７・４１４１
新潟県南魚沼郡湯沢町
大字土樽６３０１番地７

HOTEL　　　　　
シャーレゆざわ銀水

大人 ７，０００円から
５歳～１２歳 ３，５００円から

０５５１・３５・３０３１

０３・３５４７・２０１７
山梨県北杜市
白州町鳥原６６９番地

プチホテル甲斐白州
　　　　　予約専用

大人 ９，０００円から
５歳～１２歳 ６，３００円から

０５５・２６３・１１３１
山梨県笛吹市
御坂町夏目原１３６０甲州健康館トロンの湯

大人 ８，５０５円から
５歳～１２歳 ７，５６０円から

０２６１・７２・７２５５
長野県北安曇郡白馬村
落倉高原１４７１８－２２０

リゾート　イン　ヴィヴァルディ
VIVALDI

大人 ７，１８５円から
５歳～１２歳 ６，１９５円から
６０歳以上 ６，５５５円から

０２７・３７４・９１３１
群馬県高崎市榛名湖町
８４５－１レークサイド　ゆうすげ

大人 ７，３３５円から
５歳～１２歳 ６，４５０円から

０２７・３７４・９２１１
群馬県高崎市榛名湖町
８４６－３ゆうすげ元湯

大人 ８，５５０円から
５歳～１２歳 ５，９８５円から

０２５・７６５・９４９９
新潟県中魚沼郡津南町
秋成１２３００ニュー・グリンピア津南

※２１年度からは、利用年度に年齢が４１歳以上の方の場合は、前年度の特定健康診査、特定保健指
導を適正に受診している方に限り利用できます（４１歳以上の方でも、厚生労働省の定める、特
定健康診査・特定保健指導を受診する必要のない方、市の国民健康保険に加入して１年未満の
方は利用できます）。
※協定料金は税込みです。
※平日と休前日等では料金が異なる場合があります。予約申し込み時にご確認ください。
※施設によっては契約利用料金で宿泊できない期間を設けている場合もあります。予約申し込み
時にご確認ください。
※「レークサイドゆうすげ」「ゆうすげ元湯」をご利用の場合は、１泊に限り別に市の助成があ
ります。

２０年４月１日現在

年
金
相
談
窓
口
の 

混

雑

状

況

が 

ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す

　

東
京
社
会
保
険
事
務
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
年
金
や
健
康

保
険
の
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
都
内
の
社
会
保
険

事
務
所
や
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー

の
年
金
相
談
窓
口
混
雑
状
況

（
週
2
回
更
新
）、
休
日
開
庁
・

夜
間
延
長
に
よ
る
年
金
相
談
の

実
施
予
定
、
予
約
相
談
等
の
お

知
ら
せ
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

年
金
相
談
は
ど
の
社
会
保
険

事
務
所
・
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー

で
も
お
受
け
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
混
雑

状
況
等
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
比
較

的
混
雑
し
て
い
な

い
時
間
帯
に
ご
来

場
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
休
日
開

庁
・
夜
間
延
長
に

よ
る
年
金
相
談
、

予
約
に
よ
る
年
金

相
談
も
併
せ
て
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務

所�
0
4
2
2
・

　

・
1
4
1
1
へ
。

56
付

加

年

金

を 

ご
存
じ
で
す
か

　

国
民
年
金
に
は
、
月
々
の
定

額
の
保
険
料
に
付
加
保
険
料

（
4
0
0
円
）
を
加
え
て
納
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、
老
齢
基
礎

年
金
に
上
乗
せ
し
て
給
付
を
受

け
ら
れ
る
付
加
年
金
が
あ
り
ま

す
。

　

付
加
年
金
の
受
給
額
は
2
0

0
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
例
え

ば
、　

か
月
付
加
保
険
料
を
納

10

付
す
る
と
、
2
0
0
円
×　

カ
10

月
＝
2
0
0
0
円（
年
額
）が
付

加
年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
付
加
保
険
料
は
国
民

年
金
第
一
号
被
保
険
者
だ
け
が
、

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す

（
保
険
料
の
免
除
を
受
け
て
い

る
方
と
国
民
年
金
基
金
加
入
者

を
除
き
ま
す
）。

　

付
加
保
険
料
は
、
申
し
込
み

を
し
た
月
分
か
ら
の
納
付
と
な

り
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
認
め

印
を
持
参
の
上
、
早
め
に
市
保

険
年
金
課
（
市
役
所
1
階
）
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
社
会
保
険

事
務
所�
0
4
2
2
・　

・
1

56

4
1
1
ま
た
は
市
同
課�
4
7

0
・
7
7
3
2
へ
。
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◆東京社会保険事務局ホームページアドレス
http://www.sia.go.jp/̃tokyo/


